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関連 件 名 要  旨
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※

※

※

※

平成二十二年度における

子ども手当の支給等に関

する法律案 (仮祠

戦傷病者等の妻に対する

特別給付金支給法の一部

を改正する法律案

国民年金法等の一部を改

正する法律等の一部を改

正する法律案

職業訓練の実施等による

特定求職者の就職の支援

に関する法律案 (ウ研豹

雇用保険法及び労働保険

の保険料の徴収等に関す

る法律の一部を改正する

酷

介護サービスの基盤強化

のための介護保険法等の

一部を改正する法律案 (仮

和

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支

援するために、中学校修了前までの子どもについ

て、平成 23年度分の子ども手当を支給する等の

所要の措置を講ずる。

新たに戦傷病者等の妻になった者及び戦傷病

者等の妻で当該戦傷病者等が平病死したものに

対し、特別給付金を支給する。

平成 23年度の基礎年金の国庫負担害J合を2分

の1とする等のための所要の規定の整備を行う。

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者

について早期の就職を支援するため、必要な職業

能力を高めるための訓練を受講する機会を確保

するとともに、一定の要件を満たす場合にはヨ|1練

期間中の生活を支援するための給付を支給する

等の所要の措置を講ずる。

現下の厳しい履用失業酔 の下において、失業

者の就職の促進等を図るため、失業等給付の見直

しを行うとともに、失業等給付に係る保険料率の

引下げ等の改正を行う。

高齢者が地域で自立した日常生活を営めるよ

う、定期巡回。F口寺型 のサービスの創設、財

政安定化基金の取崩しや介護職員等によるたん

の吸引の実施の容認等の所要の措置を講ずる。



厚生労働省

次期通常国会提出予定法案

総計 4件 (う ち※  件、

(検討中のもの)

その他 4件)

導
髄

件 名 要  旨

労働安全衛生法の一部を

改正する法律案 (仮の 4

国民健康保険法等の一部

を改正する法律案 (仮開

生活保護法の一部を改正

する法律案 (仮肉

厚生年金保険の保険給付

及び保険料の納付の特例

等に関する法律の一部を

改正する法律案 (仮称)

労働安全衛生対策をよリー層充実するため、メ

ンタノ2-ルス対策の]剣ヒを図るとともに、受動喫

煙による健康障害防止のために必要な措置を講

ずる等、所要の改正を行う。

後期高齢者医療制度を廃止し、75歳以上の高

齢者も、国民健康保険、健康保険等に加入するこ

ととすることに伴い、各医療保険制度において所

要の措置を講ずる。また、国民健康保険組合に対

する補助のあり方について所要の措置を講ずる。

生活保護制度がより適切に運営されることと

なるよう、必要な措置を講ずる。

年金記録の回復の促進に資するための所要の

規定の整備を行う。
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継続法案

厚生労働省  総計 4件 (う ち※  件(その他 44■―
l

線
関連 件 名 要  旨 備 考

独立行政法人雇用・能

力開発機構法を廃止

する法律案

国民年金及び企業年

金等による高齢期に

おける所得の確保を

支援するための国民

年金法等の下部を改

正する法律案

予防接種法及び新型

インフルエンザ予防

接種による健康被害

の救済等に関する特

別措置法の一部を改

正する法律案

労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び

派遣労働者の就業条

件の整備等に関する

法律等の一部を改正

する法律案

独立行政法人に係る改革を推進する

ため、独立行政法人雇用・能力開発機

構法を廃止して独立行政法人雇用・能

力開発機構を解散するとともに、その

業務の一部を独立行政法人高齢・障

害・鵬 雇用支援機構に承継させる

等の措置を講ずる。

将来の無年金・低年金の発生を予防

し、国民の高齢期における所得の確保

をより下層支援する観′ほからt国民年

金保険料の納付可能期間を延長するこ

とや、企業型確定拠出年金において加

入資格年齢の引上げや加入者の掛金拠

出を可能とする等の措置を行う。

新型インフルエンザ等の新たな感染

症に対応するため、新たな臨時接種の

枠組みの創設等、所要の改正を行う。

常時雇用される労働者以外の労働者

派遣や製造業務への労働者派遣を原則

として禁止するとともに、派遣労働者

の保護及び雇用の安定のための措置の

充実を図る等、労働者派遣事業に係る

制度の抜本的見直しを行う。

第 176回臨

時国会に提

出  :

第 174回通

常国会に提

出

第 174回通

常国会に提

出

第 174回通

常国会に提

出
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次期通常国会提出予定法案の概要
厚生労働省

①
②
③
④
⑤

⑥

※

※

※

※

※

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律案 (仮称)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案 (仮称)

雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正

する法律案
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の二部を改正する法律
案 (仮称)

(提出検討中)         ヽ

① 労働安全衛生法の一部を改正する法律案 (仮称)

② 国民健康保険法等の一部を改正する法律案 (仮称)

③ 生活保護法の一部を改正する法律案 (仮称)       ●

④ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一

部を改正する法律案 (仮称)

(継続法案)

① 独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止する法律案

② 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援する
ための国民年金法等の‐部を改正する法律案

③ 予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等
に関する特別措置法の二部を改正する法律案

④ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備
等に関する法律等の二部を改正する法律案
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平成23年度における子ども手当の支給等に関する法律案(仮称)の概要‐・

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、

ども手当を支給する等の所要の措置を講ずる。

中学校修了前 (※ )までの子どもについて、平成23年度分の子

※ 15歳に達する日以後の最初の3月 31日までの間にある者

４

　

５

　

　

　

　

　

　

６

　

　

　

７

平成23年 4月 1日 ((3)～ (5)については、6月 分から適用)
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下記の者に対して戦傷病者等の妻に対する特別給付金を支給するため改正を行う。(平成23年 10月 1日 施行)

1.平成15年4月 2日 から平成23年 4月 1日 までの間に新たに戦傷病者等の妻になつた者。

2.平成15年4月 1日 から平成18年 9月 30日 までの間に戦傷病者等が平病死(※ )した場合の:当該戦傷病者等の妻。

(※ )平病死…・障害年金受給者が障害年金の支給事由(公務上の傷病等)以外の傷病により死亡した場合

【参考】0対象者の推計人数 新規対象者:80人 t平病死対象者:7,000人 ○国債費(見込み):5年間で総額3億5,743万円(財務省理財局予算)

【10年毎の改正】

【中間年の改正】
(新たな対象者)

注)括弧内は、戦傷病者等の障害の程度が軽症であつた場合の金額
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2.法案の概要

O｀ 平成23年度について、国庫は、臨時の財源により、国庫負担割合2分の1と36.5%の差額を負担するこ

ととする。
>(独 )鉄道建設・運輸施設整備支援機構特例業務勘定の利益剰余金 (1.2兆円)

>財 政投融資特別会計財政融資勘定の積立金・乗1余金 (1.1兆円)

>外 国為替資金特別会計の剰余金 (進行年度分 :0,2兆 円)

O平 成24年度から税制の抜本的な改革により安定財源の確保が図られる年度の前年度までの各年度

については、上記の差額に相当する額を税制の抜本改革により確保される財源を活用して国庫の負担

とするよう、必要な法制上・財政上の措置を講ずるものとする。

>上記の「税制の抜本的な改革」とは、所得税法等の一部を改正する法律 (平成21年法律第13号)附則第104条

の規定に従つて行われる税制の抜本的な改革をいう。

○ 平成23年度の国民年金保険料の免除期間について、国庫負担割合2分の1を前提に、年金額を計

算するものとする。

>国民年金保険料免除期間の年金額は、国庫負担分相当とされている。
※平成20年度まで13分の1 平成21年度及び22年度:2分の1



職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案 (仮称)

1.特定職業訓練の認定

・ 厚生労働大臣は、特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画 (「職業訓練実施計画」)を策定。
・ 厚生労働大臣は、職業に必要な技能等を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なもので
あること等の基準に適合する職業訓練 (「特定職業訓練」)を認定。

・ 特定職業訓練の実施について、特定職業訓練を行う者に対して、助成。
・ 認定業務等は、(独)高齢口障害・求職者雇用支援機構に行わせるも

2.職業訓練受講給付金の支給

・ 公共職業安定所長の指示した特定職業訓練の受講を容易にするため、指示を受けてこれを受講する特定求職者に対して、
職業訓練受講給付金を支給。

・ 支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。

3.就職支援計画の作成等

・ 厚生労働大臣は、特定求職者の就職を容易にするため、職業指導や特定職業訓練等就職支援の措置が効果的に実施され
るための計画 (「就職支援計画」)を作成。

・ 公共職業安定所長はt特定求職者に対して、就職支援計画に準拠した就職支援の措置を受けることを指示 :

l                      :4。 その他

口特定職業訓練を行う者に対する助成及び職業訓練受講給付金の支給は、新たな雇用保険法による就職支援事業として行う。
日 立入検査、差押え・公課等の禁止、立入検査拒否等に対する罰則等の規定を設ける。

施行期 日:平成23年 10月 1日 (一部の規定については、公布の日から施行 )



雇用保険法及び労働保険徴収法の一部を改正する法律

を図るとともに、失業等給付に係る保険料率を引き下げる等の改正を行う。・

1:失業等給付の充実

(1)賃金日額の引上げ

失業者に対する「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」について、直近の賃金分布等をもとにt法定

の下限額等を引上げ
(例 )賃金日額の下限額:「2,000円 」→「2,320円 」に引上げ匡⇒ 基本手当日額:「 11600円」→「1,856円 」

(2)安定した再就職へのインセンティブ強化

① 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」について、給付率の更なる引上げ
・給付日数を1/3以上残して就職した場合:給付率30%■40%(現在の暫定措置)→50%(恒久化(改正後))

・給付日数を2/3以上残して就職した場合:給付率30%→50%( 同  上 )→60%( 同  上 )

② 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について、給

付率の暫定的な引上げ(30%→40%)の恒久化

案の概要

2.保険料率の改定 (労働保険徴収法)

失業等給付に係る法定の保険料率を、「1.6%」 から「1.4%」 に引下げ
~   

※平成23年度の保険料率は、弾力条項を用いて、下限の「1 2%」と告示で規定予定

※平成24年度以降の保険料率は、弾力条項を用いて、下限の「1.0%」 とすることが可能

3.国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し

雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上

で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。

施行日:平成23年 8月 1日 (2は平成24年4月 1日 、3は公布日



盤強化のための の一部を改正する法 称)の概要

高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療 介ヾ護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包
括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。

1医療と介護の連携の強化等
① 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進。
② 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
③ 単身・重度の要介護者等に対応できるよう124時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスを創設。
④ 保険者の判断による予防給付と生活支援サ=ビスの総合的な実施を可能とする。
⑤ 介護療養病床の廃止期限(平成24年 3月 末)を猶予。(新たな指定は行わない。)       :

2介護人材の確保とサービスの質の向上
① 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
② 介護福祉士の資格取得方法の見直し(平成24年4月 実施予定)を延期。
③ 介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加。
④ 公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。

3高齢者の住まぃの整備等
① 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。            ・

② 社会医療法人による特別養護老人ホームの開設を可能とする。
※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付高齢者住宅の供給を促進 (高齢者住まい法の改正)

4認知症対策の推進
① 市民後見人の養成、登録、家庭裁判所への推薦など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
② 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。

5保険者による主体的な取組の推進
① 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保.

② 地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。

6保険料の上昇の緩和
○ 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。

【施行日】
lQ、 2②については公布日施行。その他は平成24年 4月 1日施行。6



労働安全衛生法の二部を改正する法律案 (仮称)の概要

労働安全衛生対策の一層の充実するため、メンタルヘルス対策の充実を図るとともに、受動喫煙によ

る健康障害防止のために必要な措置を講ずる等、所要の改正を行う。



○ 後期高齢者医療制度を廃止し、75歳以上の高齢者も、国民健康保険、健康保険等に加入することとする

ことに伴い 各ヽ医療保険制度において所要の措置を講ずる。また、国民健康保険組合に対する補助のあり方

について所要の措置を請ずる
`

〈後期高齢者医療制度の問題点〉
後期高齢者医療制度は、①「75歳で加入する医療保険制度が分離・区分される」という基本的な構造において問題があるほか、

②75歳以上の被用者は傷病手当金等を受けられず、保険料も全額本人負担、③個人単位で保険料を徴収するため、扶養されている

高齢者も保険料を負担、④高齢者の保険料の伸びが現役世代の保険料の伸びを基本的に上回る構造、⑤患者負担の上限は、同じ

世帯でも加入する制度ごとに適用、⑥75歳以上の高齢者に対する健康診査が広域連合の努力義務となつた中で受診率が低下、と

い つた 問 題 が 生 じて い る 。               
「

~~L_____三
二 __二 ______―

一 一
二

一
__二 ___

:く 新たな制度の基本的枠組み〉             ~
O後期高齢者医療制度を廃止し、加入する制度を年齢で区分することなく、サラリーマンである高齢者の方や被扶養者は被用者保

険に、これら以外の地域で生活している方は国保に、それぞれ現役世代と同じ制度に加入すること等により、上記の問題点を改善。

O併せて、市町村国保について都道府県単位での財政運営とするなど、公平かつ安定的な運営を図るための措置を講ずる。___

ー ー国民健康保険   麟 1-1   被用者保険

1躙Mll11駒
摯 舗

齢煮扶
賢籍ぉ梵型]を引l ② 費用負担 ・……… 高齢早

1            費に対する公費負担割合を実質47%から〔
1            伸びを上回らないよう抑制する仕組みの導′

[__」Q… 勲受生_i17嚇塁上の高齢者に対する健康診査等σ

l【国民健康保険】     :
| ○ 市町村国保の財政運営につt

l O国保組合に対する国庫補助
` l

民健康保険や被用者保険に加入。
定。(保険者間の財政調整の実施 (※ )、 75歳以
,00/oに引上げ、高齢者の保険料の伸びが現役製
入等)

)実施義務化等

上の医療給付
:代の保険料の

(※)被用者保険者間の支援金は、各保険者の総報酬に応じ

た負担とする。
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○ 稼働能力のある生活保護受給者の急増や、生活保護受給者を利用した不

正事件の頻発等、生活保護制度に係る問題が深刻化。

O生 活保護の実施機関である地方自治体においても、生活保護受給者の急

増への対応に追われており、現場において生活保護制度が適切に運営でき

るよう、国に対して早急な対応を求めている。

生活保護制度がより適切に運営されることとなるよう、必要な措置を講ずる。(検討中)

|″|1施行1期1自 |■ |

未定

今後、地方の意見を伺う場を設け、議論を行い、改正案を取りまとめる。



厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
の一部を改正する法律案(仮称)の概要

民主党マニフェスド2009(抜粋)

「消えた年金」「消された年金」問題の解決に、2年間、集中的に取り組みます。

0年 金記録の回復の促進に資するための所要の規定の整備を行う。

〇 年金記録を回復するための判断基準を定めるとともに1年金記録の回復について事

業主の協力を促進するための措置 (事業主への納付勧奨の限定、保険料を納付しな
い事業主名の公表の限定等)等を講ずる:(検討中)

0施 行期 日

未定

(注)厚生労働省に設置された「年金記録回復委員会」において、年金記録の回復を促
進するための方策について、検討中。
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虫立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案の概要

独立行政法人に係る改革を推進するため、「雇用・

踏まえ、独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止し、

する等の改正を行う。

能力開発機構の廃止について」 (平成20年 12月 24日閣議決定)

独立行政法人高齢 。障害者雇用支援機構に職業能力開発業務を移管

(1)独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止

(2)独立行政法人高齢 。障害者雇用支援機構法の一部改正

① 法人の名称を独立行政法人高齢 。障害 。求職者雇用支援機構とする。

② 独立行政法人雇用・能力開発機構の業務のうち、職業能力開発業務を独立行政法人高齢 。障害・求職者雇用

支援機構に移管する。

③ 新たな組織においては、労使代表を含めた識見を有する者からなる運営委員会や地域における協議会の設置等

により、労使や地域の職業訓練ニーズが的確に反映される仕組みを整備することとする。   |

(3)勤労者財産形成促進法及び中小企業退職金共済法の一部改正

独立行政法人雇用・能力開発機構の財形関係業務のうち、財形教育融資は廃止し、財形持家融資業務等について

は独立行政法人勤労者退職金共済機構に移管する。

(4)その他所要の規定の整備
① 職業能力開発促進センター等の都道府県への移管については、職業能力開発促進センター等の機能を維持する

ことを前提として、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の31受害」合に応じた移管条件 (減額譲渡、2年度間の

運営経費の高率補助等)を設定する。

② 独立行政法人雇用・能力開発機構の職員のうち、希望、意欲及び能力のある者は、独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の職員として採用する。

平 成 23年 4月 1日 (準備行為等は公布日施行)



本法案は、第176回 臨時国会において一部修正の上、衆議院で可決され、参議院で継続審議の取扱いとなつた(衆議院

での修正箇所は下線部 )。

く趣 旨>
将来の無年金口低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をよリー層支援する観点から、国民年金保険料

の納付可能期間を延長することや、企業型確定拠出年金において加入資格年齢の弓1上 げや加入者の掛金拠出を可能とす

る等の措置を行う。

1。 国民年金法のァ部改正     ―

① 国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年 )し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給

につなげることができるようにする(3年間の時限措置)。

② 第3号被保険者期間に重複する第2号被保険者期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く第3

号被保険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとする。

③ 国民年金の任意加入者 (カロ入期間を増やすために60歳～65歳までの間に任意加入した者)について国民年金基金への

加入を可能とし、受給額の充実を図る。

26確定拠出年金法の一部改正 (平成22年度税制改正要望で認められた事項を含む)

① カロ入資格年齢を引き上げ(60歳■65歳 )、 企業の雇用状況に応じた柔軟な制度運営を可能とする。

② 従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とすること、事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義
務を明文化することにより、老後所得の確保に向けた従業員の自主努力を支援する。

③ 企業年金の未請求者対策を推進するため、住基ネットから加入者の住所情報の取得を可能とすることにより、住所不明者の解

消を図る(他の企業年金制度等についてもt同様の措置を講じる。)等、制度運営上の改善を図る。      ‐

3。 厚生年金保険法の―部改正

近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に伴い、財政状況が悪化した企業年金に関して、措置を講ずる。
・ 厚生年全基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の額及び支払方法の特例を設ける           .

(※ 平成1フ年度から平成19年度まで、同様の措置を講じている)

4。 施行日
1の① :平成24年 4月 1日 までの間に政令で定める日  ,1の②  :公布の日

1の③ :公布日から2年以内で政令で定める日      2の① :公布日から2年 6月 以内で政令で定める日

2の② :平成24年 1月 1日            長99及
び3:平成23年 4月 1日



予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する

特別措置法の一部を改正する法律案の概要

政府は、新型インフルエンザワクチンの確保のため、特例承認を受けた製造販売業者

と損失補償契約を締結できることとする。(5年間の時限措置 )

轟薗塑旧二 11については公布の日から尋算して
=月

を輝みない範囲において政令で定める日,71Fっいて1事公布日  _

※検討規定として予防接種の在り方等の総合的検討、損失補償契約
fF定

に係る5年以内の検討を行う
予
ととしている。



常時雇用される労働者以外の労働者派遣や製造業務への労働者派遣を原則として禁止するとともに、派遣労働

者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る等、労働者派遣事業に係る制度の抜本的見直しを行う。

いわゆる「派遣切り」の多発や、雇用の安定性に欠ける派遣形態の横行

口登録型派遣の原則禁止 (専門26業務等は例外)

・ 製造業務派遣の原則禁止 (常時雇用(1年を超える雇用)の労働者派遣は例外)

・ 日雇派遣 (日 々又は2か月以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
ログループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

派遣労働者の不透明な待遇決定、低い待遇の固定化

口派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
口派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
口派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
口雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

偽装請負などの違法派遣の増加、行政処分を受ける企業の増加

口違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣

労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
口処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備



平成23年度における子ども手当の支給等に関する法律案 (仮称)の概要 【資料1】

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、

ども手当を支給する等の所要の措置を講ずる。

中学校修了前 (※ )までの子どもについて、平成23年度分の子

※ 15歳に達する日以後の最初の3月 31日 までの間にある者

(1)子ども手当の支給                                           _
・3歳未満の子ども一人につき月額2万円を、3歳以上申学校修了前までの子ども一人につき月額1万3千円の子ども手当を
父母等に支給。(所得制限なし)

・支給等の事務は、市区町村 (公務員は所属庁)。

・支払月は、平成23年 6月 、10月 、平成24年 2月 、6月 。

(2)子ども手当については、児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用に
ついては、全額を国庫が負担。(公務員については所属庁が負担)

(3)子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)。

(4)児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で子ども手当を支給する。

(5)①未成年後見人や父母の指定する者 (父母等が国外にいる場合に限る。)に対しても父母と同様(監護・生計同一)の要件
で子ども手当を支給する(父母等が国外に居住している場合でも支給可能)とともに、

②監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合には、子どもと同居している者に支給する(離婚協議中別居の場合t子
どもと同居する親に対して支給)。

(6)保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。また、学校給食費等については、本人の同意により子ども手当から納
付することができる仕組みとする。

(7)地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける。

平成23年 4月 1日 ((3)～ (5)については、6月 分から適用)



【資料 2】

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第

一　
趣
旨

こ
の
法
律
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
に
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子

ど
も
手
当
の
支
給
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第

一
条
関
係
）

第
二
　
受
給
者
の
責
務

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
第

一
の
支
給
の
趣
旨
に
鑑
み
、
こ
れ
を
そ
の
趣
旨
に
従
っ
て
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
条
関
係
）

第
二
　
定
義

一
　

「子
ど
も
」
と
は
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
二
月
二
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
日
本
国
内

に
住
所
を
有
す
る
も
の
又
は
留
学
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
も
の

を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
条
第

一
項
関
係
）

一
一

「父
」
に
は
、
母
が
子
ど
も
を
懐
胎
し
た
当
時
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
母
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
条
第
二
項
関
係
）
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(二 ) (―

― ―

)(三 )

「施
設
入
所
等
子
ど
も
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
子
ど
も
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
条
第
二
項
関
係
）

児
童
福
祉
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育

事
業

（以
下

「小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
又
は
同
法
に
規
定
す
る
里
親

（以
下

「里
親

」
と
い
う
。
）
に
委
託
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

（短
期
間
の
委
託
を
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
を
受
け
て
若
し
く
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
採
ら
れ

て
知
的
障
害
児
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
若
し
く
は
重
症
心
身
障
害
児
施
設

（以
下

「障
害
児

施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
子
ど
も
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
り
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
情
緒
障
害
児
短

期
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設

（以
下

「児
童
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
子
ど
も

（当
該
障

害
児
施
設
及
び
児
童
施
設

（以
下

「児
童
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
通
う
者
及
び
短
期
間
の
入
所
を
し
て
い
る
者
を

除
く
。
）

障
害
者
自
立
支
援
法

（平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
又
は

身
体
障
害
者
福
祉
法

（昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法

（昭
和
三
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
障
害
者
支
援
施
設

（障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
障
害
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者
支
援
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
さ
れ
た
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
若
し
く
は
知
的
障
害
者
援
護
施
設

（以
下

「旧
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

等
」
と
い
う
。
）
又
は
の
ぞ
み
の
園

（独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法

（平
成
十
四

年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る

施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
て
い
る
子
ど
も

（短
期
間
の
入
所
を
し
て
い
る
者
を
除
き
、
子
ど
も
の
み
で

構
成
す
る
世
帯
に
属
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）

生
活
保
護
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
規
定
す
る
救
護
施
設

（以
下

「救
護

施
設
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
更
生
施
設

（以
下

「更
生
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
、
又
は
売
春
防
止
法

（昭
和

三
十

一
年
法
律
第
百
十
人
号
）
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設

（以
下

「婦
人
保
護
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い

る
子
ど
も

（短
期
間
の
入
所
を
し
て
い
る
者
を
除
き
、
子
ど
も
の
み
で
構
成
す
る
世
帯
に
属
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）

第
四
　
子
ど
も
手
当
の
支
給

支
給
要
件

子
ど
も
手
当
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
四
条
第

一
項
関
係
）

(区日)(一 )
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子
ど
も

（施
設
入
所
等
子
ど
も
を
除
く
。
以
下

一
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ

く
す
る
そ
の
父
又
は
母

（当
該
子
ど
も
に
係
る
未
成
年
後
見
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
未
成
年
後
見
人
と
す
る
。
以

下
口
及
び
ハ
に
お
い
て

「父
母
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の

日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
父
母
等
が
そ
の
生
計
を
維
持
し
て
い
る
子
ど
も
と
同
居
し
、
こ
れ
を
監
護
し
、
か

つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
者

（当
該
子
ど
も
と
同
居
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
子
ど
も
を
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
者
と
す
る
。
）
の
う
ち
、
当
該
子
ど
も
の
生

計
を
維
持
し
て
い
る
父
母
等
が
指
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の

（当
該
子
ど
も
の
父
母

等
を
除
く
。
以
下

「父
母
指
定
者
」
と
い
う
。
）

ハ
　
父
母
等
又
は
父
母
指
定
者
の
い
ず
れ
に
も
監
護
さ
れ
ず
又
は
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
し
な
い
子
ど
も
を
監
護
し
、

か
つ
、
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
で
あ
っ
て
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の

一一　
施
設
入
所
等
子
ど
も
が
委
託
さ
れ
て
い
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
里
親
又
は
施
設
入

所
等
子
ど
も
が
入
所
し
て
い
る
児
童
福
祉
施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
、
旧
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
等
、
の
ぞ
み

の
園
、
救
護
施
設
、
更
生
施
設
若
し
く
は
婦
人
保
護
施
設

（以
下

「児
童
福
祉
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
設
置
者
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に
　
↑
ィ
又
は
口
の
場
合
に
お
い
て
、
父
及
び
母
並
び
に
父
母
指
定
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
二
以
上
の
者
が
当
該
父
及
び
母

の
子
で
あ
る
子
ど
も
を
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
と
き
は
、
当
該
子
ど
も
は
、
当
該
父
若
し
く
は

母
又
は
父
母
指
定
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
当
該
子
ど
も
の
生
計
を
維
持
す
る
程
度
の
高
い
者
に
よ
つ
て
監
護
さ
れ
、
か
つ

、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
四
条
第
二
項
関
係
）

に
　
に
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
子
ど
も
が
、
当
該
父
若
し
く
は
母
又
は
父
母
指
定
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
と
同
居
し
て
い
る

場
合
は
、
当
該
子
ど
も
は
、
当
該
同
居
し
て
い
る
父
若
し
く
は
母
又
は
父
母
指
定
者
に
よ
つ
て
監
護
さ
れ
、
か
つ
、
こ

れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
四
条
第
二
項
関
係
）

一
一　
子
ど
も
手
当
の
額

子
ど
も
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、　
一
月
に
つ
き
、
二
万
円
に
二
の
認
定
を
受
け

た
受
給
資
格
に
係
る
三
歳
に
満
た
な
い
子
ど
も

（月
の
初
日
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
出
生
の
日
か
ら
三
年
を

経
過
し
な
い
子
ど
も
と
す
る
。
）
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、　
一
万
三
千
円
に
当
該
受
給
資
格
者
に
係
る
三
歳
以
上
の
子

ど
も

（月
の
初
日
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
出
生
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
子
ど
も
と
す
る
。
）
の
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
を
合
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
。

（第
五
条
関
係
）
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〓
一　
認
定

一　

子
ど
も
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者

（
一
一
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「
一
般

受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
は
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
受
給
資
格
及
び
子
ど
も
手

当
の
額
に
つ
い
て
、
住
所
地
の
市
町
村
長

（特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
六
条
第

一
項
関
係
）

一
一　
子
ど
も
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者

（
一
一
二
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「施
設
等
受
給
資
格

者
」
と
い
う
。
）
は
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
受
給
資
格
及
び
子
ど
も
手
当
の
額
に

つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
施
設
等
受
給
資
格
者
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
六
条
第
二
項
関
係
）

イ
　
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
　
当
該
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
住
居
の
所
在
地
の
市
町

村
長

口
　
里
親
　
当
該
里
親
の
住
所
地
の
市
町
村
長

ハ
　
児
童
福
祉
施
設
等
の
設
置
者
　
当
該
児
童
福
祉
施
設
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
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四

支
給
及
び
支
払

市
町
村
長
は
、
三
の
認
定
を
し
た

一
般
受
給
資
格
者
又
は
施
設
等
受
給
資
格
者

（以
下

「受
給
資
格
者
」
と
い
う
。

）
に
対
し
、
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
七
条
第

一
項
関
係
）

子
ど
も
手
当
の
支
給
は
、
受
給
資
格
者
が
三
の
認
定
の
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
始
め
、
平
成
二
十

四
年
二
月

（同
年
二
月
末
日
ま
で
に
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
当
該
子
ど
も
手
当
を

支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
）
で
終
わ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
七
条
第
二
項
関
係
）

子
ど
も
手
当
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
及
び
十
月
並
び
に
平
成
二
十
四
年
二
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
ま
で
の
分
を
、

同
年
六
月
に
同
年
二
月
分
及
び
二
月
分
を
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
支
払
期
月
に
支
払
う

べ
き
で
あ
っ
た
子
ど
も
手
当
又
は
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
期
の
子
ど
も
手
当′
は
、
そ
の
支

払
期
月
で
な
い
月
で
ぁ
っ
て
も
、
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
七
条
第
四
項
関
係
）

五
　
子
ど
も
手
当
の
額
の
改
定

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
き
、
子
ど
も
手
当
の
額
が
増
額
又
は
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
に
至
っ
た
場

合
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
額
の
改
定
は
、
そ
の
者
が
そ
の
改
定
後
の
額
に
つ
き
認
定
の
請
求
を
し
た
日
又
は
減
額
の
事

(1三二) ([三1) (一 )
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由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
八
条
第

一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

エハ
　
支
給
の
制
限
等

支
給
の
制
限
、
未
支
払
の
子
ど
も
手
当
の
支
払
、
支
払
の
調
整
、
不
正
利
得
の
徴
収
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
関
係
）

七
　
受
給
権
の
保
護

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

（第
十
四
条
関
係
）

人
　
公
課
の
禁
止

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
子
ど
も
手
当
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標
準
と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

（第
十
五
条
関
係
）

九
　
公
務
員
に
関
す
る
特
例

公
務
員
に
つ
い
て
は
、
所
属
庁
が
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
。

（第
十
六
条
関
係
）

第
五
　
費
用
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)([11)

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
負
担

子
ど
も
手

・当
の
支
給
に
要
す
る
費
用

（第
六
の
二
に
よ
り
児
童
手
当
法

（昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規

定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
に
相
当
す
る
給
付
と
み
な
さ
れ
る
部
分

の
支
給
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
子
ど

も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
七
条
第

一
項

及
び
第
二
項
関
係
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

イ
　
各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
認
定
を
し
た
国
家
公
務
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す

る
費
用
　
国

口
　
都
道
府
県
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
認
定
を
し
た
地
方
公
務
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す

る
費
用
　
当
該
都
道
府
県

ハ
　
市
町
村
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
認
定
を
し
た
地
方
公
務
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費

用
　
当
該
市
町
村

国
庫
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
子
ど
も
手
当
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（第
十
七
条
第
二
項
関
係
）

ヽ

一
一　
市
町
村
に
対
す
る
交
付

一　
政
府
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村
長
が
支
給
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す

る
費
用
の
う
ち
、
受
給
資
格
者
等
の
区
分
に
応
じ
て
定
め
る
割
合
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（

第
十
人
条
第

一
項
関
係
）

一
一　
政
府
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村
長
が
支
給
す
る
子
ど
も
手
当
の
事
務
の
処
理

に
必
要
な
費
用
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
人
条
第
二
項
関
係
）

第
六
　
児
童
手
当
法
と
の
関
係

一　
児
童
手
当
等
受
給
資
格
者
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
の
基
本
的
認
識

児
童
手
当
法
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
に
関
し
て
は
、
児
童
手
当
等
の
給
付
の
額
に
相
当
す
る

部
分
が
児
童
手
当
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
等
の
給
付
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
、
第
六
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
九
条
関
係
）

一
一　
受
給
資
格
者
に
お
け
る
児
童
手
当
法
の
適
用
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(一 )

一
般
受
給
資
格
者
の
う
ち
児
童
手
当
法
の
児
童
手
当
等
の
受
給
資
格
者

（所
得
の
制
限
の
規
定
に
よ
り
児
童
手
当
が

支
給
さ
れ
な
い
者
を
含
む
。
）
に
支
給
す
る
子
ど
も
手
当
の
額
の
う
ち
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
に
対
し
て
支
給

さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
等
の
額

（所
得
の
制
限
の
規
定
に
よ
り
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
所

得
の
制
限
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
等
の
額
と
す
る
。
）
に
相
当
す
る
部
分

に
つ
い
て
は
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
等
と
み
な
し
、
児
童
手
当
法
の
一
部
の
規
定
を
適
用
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

一
一　
特
定

一
般
受
給
資
格
者

（第
四
の
一
三
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
第
四
の
一
↑
イ
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
父
若
し
く
は
母
と
し
て
の
一
般
受
給
資
格
者
等
を
い
う
。
）
に
支
給
す
る
子
ど
も
手
当

（当
該
特
定

一
般
受
給

資
格
者
に
係
る
子
ど
も
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
子
ど
も
手
当
の
額
の
う
ち
当
該
特
定

一
般
受
給

資
格
者
が
児
童
手
当
法
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
同
法
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て

支
給
さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
等
の
額
に
相
当
す
る
部
分
を
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
等
と
み
な
し
、

児
童
手
当
法
の

一
部
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
関
係
）

施
設
等
受
給
資
格
者
に
支
給
す
る
子
ど
も
手
当

（特
定
施
設
入
所
等
子
ど
も

（父
母
に
監
護
さ
れ
ず
又
は
こ
れ
と
生

(:三二)
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計
を
同
じ
く
し
な
い
施
設
入
所
等
子
ど
も
を
い
う
。
）
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
子
ど
も
手
当
の

額
の
う
ち
当
該
施
設
等
受
給
資
格
者
が
児
童
手
当
法
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
同
法
の
規
定
に

よ
り
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
の
額
等
に
相
当
す
る
部
分
を
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す

る
児
童
手
当
等
と
み
な
し
、
児
童
手
当
法
の
一
部
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
条
第
五
項
及
び

第
六
項
関
係
）

〓
一　
平
成
二
十
二
年
度
の
月
分
の
児
童
手
当
等
の
支
給
に
お
け
る
特
例

児
童
手
当
等
の
受
給
資
格
者
は
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
児
童
手
当
等
に
つ
い
て
、
児
童
手
当
等
の
支
給
要
件
に
該
当

し
な
い
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十

一
条
関
係
）

第
七
　
交
付
金
の
交
付

国
は
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
ど
相
ま
っ
て
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
の
支
援
に
資
す
る
よ
う
、
市

町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
交
付
金
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
三
条
関
係
）

一　
保
育
の
実
施

へ
の
需
要
が
増
大
し
て
い
る
市
町
村
に
お
け
る
保
育
の
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費

-12-



一
一　
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

（平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
規
定
す
る
市
町
村
行
動
計
画
に
基
づ
く
措
置
の

実
施
に
要
す
る
経
費

〓
一　
一
又
は
二
の
経
費
の
ほ
か
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
の
支
援
の
た
め
に
市
町
村
又
は
都
道
府
県

が
実
施
す
る
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費

第
人
　
雑
則

子
ど
も
手
当
に
係
る
寄
附

受
給
資
格
者
が
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
、
当
該
受
給
資
格
者
に
子
ど
も

手
当
を
支
給
す
る
市
町
村
に
対
し
、
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
受
け
る
前
に
、
当
該
市
町
村
に
寄
附
す
る
旨
を
申
し
出
た

と
き
は
、
当
該
市
町
村
は
、
当
該
寄
附
を
受
け
る
た
め
、
受
給
資
格
者
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
子
ど
も
手
当
の
額
の
う

ち
当
該
寄
附
に
係
る
部
分
を
、
受
給
資
格
者
に
代
わ
つ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
四
条

第

一
項
関
係
）

に
　
市
町
村
は
、
↑
に
よ
り
受
け
た
寄
附
を
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
に
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
四
条
第
二
項
関
係
）

(一 )
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一
一　
受
給
資
格
者
の
申
出
に
よ
る
学
校
給
食
費
等
の
徴
収
等

市
町
村
長
は
、
受
給
資
格
者
が
、
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
受
け
る
前
に
、
子
ど
も
手
当
の
額
の
全
部
又
は

一
部
を
、

学
校
給
食
法

（昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
規
定
す
る
学
校
給
食
費

（以
下

「学
校
給
食
費
」
と
い
う
。
）

そ
の
他
の
学
校
教
育
に
伴
っ
て
必
要
な
費
用
又
は
児
童
福
祉
法
の
規
定
に

一
ょ
り
徴
収
す
る
費
用

（市
町
村
の
支
弁
と
さ

れ
て
い
る
保
育
費
用
に
限
る
。
以
下
三
に
お
い
て

「保
育
料
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
受
給
資
格
者
に
係
る
子
ど
も

に
関
し
当
該
市
町
村
に
支
払
う
べ
き
も
の
の
支
払
に
充
て
る
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
該
受
給
資
格
者
に
子
ど
も

手
当
の
支
払
を
す
る
際
に
当
該
申
出
に
係
る
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
五
条
第

一
項
関
係
）

市
町
村
長
は
、
受
給
資
格
者
が
、
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
受
け
る
前
に
、
当
該
子
ど
も
手
当
の
額
の
全
部
又
は

一
部

を
、
学
校
給
食
費
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
に
規
定
す
る
保
育
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
費
用
の
う
ち
当
該
受
給
資
格
者
に
係
る
子
ど
も

に
関
し
支
払
う
べ
き
も
の
の
支
払
に
充
て
る
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
該
子
ど
も
手
当
の
う
ち
当
該
申
出
に
係
る

部
分
を
、
当
該
費
用
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
に
対
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
五
条

(二 ) (一 )
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第
二
項
関
係
）

に
　
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
保
育
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
四
の
三
の
認
定
を
受
け
た
受
給
資
格
者
が
保

育
料
を
支
払
う
べ
き
扶
養
義
務
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
市
町
村
長
は
、
当
該
扶
養
義
務
者
に
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
す

る
際
に
保
育
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
六
条
関
係
）

〓
一　
施
設
等
受
給
資
格
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
の
子
ど
も
手
当
の
取
扱
い

市
町
村
は
、
施
設
等
受
給
資
格
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
施
設
等
受
給
資
格
者
に

委
託
さ
れ
、
又
は
入
所
し
て
い
る
施
設
入
所
等
子
ど
も
に
対
し
当
該
子
ど
も
手
当
を
支
払
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
受
給
資
格
者
は
、
当
該
施
設
入
所
等
子
ど
も
が
子
ど
も
手
当
と
し
て
支
払
を
受
け
た
現
金
を

保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
七
条
関
係
）

四
　
時
効
等

時
効
、
期
間
の
計
算
、
不
服
申
立
て
と
訴
訟
ど
の
関
係
、
受
給
資
格
者
の
届
出
、
市
町
村
長
の
調
査
及
び
資
料
の
提
供

等
、
公
務
員
に
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
所
属
長
の
厚
生
労
働
大
臣
人
の
報
告
並
び
に
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
の

意
見
の
申
出
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
人
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
関
係
）
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五
　
事
務
の
区
分

こ
の
法
律

（
一
か
ら
三
ま
で
及
び
厚
生
労
働
大
臣

へ
の
意
見
の
申
出
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（受
給
資
格
者
が
公
務
員
で
あ
る
場
合
の
所
属
庁
が
行
う
認
定
等
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
）

は
、
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
規
定
す
る
第

一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十

五
条
関
係
）

エハ
　
厚
生
労
働
省
令

へ
の
委
任

こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て

必
要
な
細
則
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
六
条
関
係
）

七
　
罰
則

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
刑
法
に
正
条
が
あ
る
と
き
は
、
刑
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十

七
条
関
係
）

第
九
　
そ
の
他
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そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
十
　
施
行
期
日
等

一　
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
四
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（附
則
第

一
条
関
係
）

一
一　
検
討

政
府
は
、
子
ど
も
手
当
の
平
成
二
十
四
年
度
以
降
の
制
度
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
ヽ
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（附
則
第
二
条
関
係
）

〓
一　
経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備

子
ど
も
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
と
す
る
要
件
及
び
同
居
父
母
、
施
設
設
置
者
等
の
要
件
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
分
の
子
ど
も
手
当
か
ら
始
め
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
平
成
二
十
二
年

度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
の
受
給
者
が
、
施
行
日
に
お
い
て
第
四
の

一
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
子
ど
も
手
当
の
認
定
の
請
求
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
、
施
行
日
の
属
す
る
月
か
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ら
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
始
め
る
も
の
と
す
る
な
ど
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に

、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十

一
条
ま
で
関
係
）

四
　
一二
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（

附
則
第
二
十
二
条
関
係
）
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○子ども手当給付費

給付総額  2兆9,356億円

(内訳)国負担分 :2兆2,077億円、地方負担分 :5,549億円、事業主負担分 :1,731億円

子ども手当に係る地方負担の増加分については特例交付金 (2,038億円)を措置しており、それを加味した額。

自治体における子ヽ 手当の支給に係る事務に必要な経費として、子れ 手当市町村事務取扱交付金等99億円を措置。

||(‐1兆4867億円) |
■ ■ ■ ■  |||  ● 1■ || | ‐ |‐  |■ ||| |     |

119晶56鯛
|■ .:   ′  _ ,, _ ___― ‐

一
ヽ

|‐ |‐1-― :二:二
=¨
二上__……

|■i(2兆 6,658億 円)

|■ |「
=…「「「「「「

…
=:丁

………

||■■■   ‐
・  ■|

※ ( )は公務員を含めない場合の金額。(国家公務員 560億 円、地方公務員 2,138億円)

1



5大臣合意

1.子ども手当に関しては、以下の方針に沿つて、所要額を平成23年度
予算に計上するとともに、平成23年度分の支給のための所要の法律案
を次期通常国会に提出する。
(1)3歳未満の子ども一人につき月額20′000円を、3歳以上中学校修了

までの子ども一人につき月額13′000円を支給する。
(2)所得制限は設けない。
(3)子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する

仕組みとし、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、
国、地方、事業主が費用を負担する。

(4)(3)以 外の費用については、金額を国庫が負担する。
(5)公務員については、所属庁から支給する。
(6)保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。また、学校給

食費については本人の同意により子ども手当から納付することがで
きる仕組みとし、実効性が上がるような取組みを行う。

(7)支給対象となる子どもは、留学中の場合等を除き、国内に居住して
いることを要件とする。

(8)児童養護施設に入所している子ども等についても、法律に基づき
支給する。

(9)現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金を原資
に実施する。

(10)次世代育成支援対策交付金を改組し、地方が地域の実情に応じ
た子育て支援サービス(現物サービス)を拡充することができるよう
新たな交付金を設ける。

2.平成24年度以降における子ども手当の支給については、平成24年度
予算編成過程において改めて検討し、その結果に基づいて所要の法律
案を平成24年通常国会に提出する。

3.平成22年度税制改正による所得税・住民税の年少扶養控除の廃4L
及び特定扶養控除の縮減による地方財政の増収分については、平成21

年12月 23日 付け4大 臣合意における「最終的には子ども手当の財源とし
て活用することが、国民に負担増をお願いする趣旨に合致する。また、児
童手当の地方負担分についても、国、地方の負担調整を図る必要があ
る。」との趣旨を踏まえ、国、地方の適切な負担調整を行う。このうち平成
23年度の増収分については、地方特例交付金の減額 (平成18年及び19

年の児童手当法の改正による負担の増大に対応する部分に限る。)その
他これに準ずる適切な措置を講じることにより国、地方の負担調整を行う。

4平成23年度税制改正による所得税・住民税の成年扶養控除の縮減
及び所得税の給与所得控除の縮減に係る税制改正の趣旨を踏まえつ
つ、これによる地方財政の増収分については、地方財源であるという性
格にも鑑み、子ども手当に充てないが、各施策の見直しを行う中で、国、
地方の適切な役割分担。経費負担を実現するための検討を行い、その

結果と肇合的な、一般財源化等の適切な措置を講ずる。このうち平成23

年度の地方財政の増収分については、3.に掲げる適切な措置を講じる。
あわせて、平成23年度厚生労働省予算の見直しにより所要額(200億

円)を確保する。

5,3.及び4.に掲げる地方財政の増収分のうち平成24年度以降の毎
年度の増収分については、2.に掲げる検討結果及び各施策の見直し

,内容等に基づいて、平成24年度以降の各年度の予算編成過程におい
て取扱いを検討し、その結論を得て、順次措置する。

6.平成24年度以降の子ども手当の制度設計に当たつては、厚生労働省
をはじめとする関係府省と地方公共団体の代表者による会議の場にお
いて、子ども 手当及びそれに関連する現物サービスに係る国と地方の

役割分担及び経費負担のあり方を含め、子ども・子育て新システムの検
討との肇合性を図りつつ、幅広く検討する。その際、国と地方の信頼関
係を損なうことのないよう、地方の意見を真摯に受け止め、国と地方が

十分な協議を行い、結論を得る。

7,「平成23年度予算の概算要求組替え基準について」(平成22年 7月 27

日閣議決定)のルールを踏まえ、厚生労働省の年金・医療等に係る経費
の高齢化等に伴う自然増については、3.に掲げる平成23年度分の地
方財政の増収分に係る措置を前提に、追加要求をできることとする。

平成22年 12月 20日

国家戦略担当大臣

総務大臣

財務大臣

厚生労働大臣

内閣府特命担当大臣
(少子化対策)



施設入所等子どもに関する対応について

O児童養護施設等に入所した子どもの中には、親がいないケースや虐待等により強制入所したケー
スなど、子ども手当や児童手当による支援を受けられない者がおり、国会等でも問題とされたところ。

※H22子ども手当法の検討規定 :「児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とな
らない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる」

OH23子ども手当法案においては、子どもに着目して、国内に居住する子どもを極力制度の対象とし
ていくという考え方の下に、児童養護施設に入所している子ども等についても、全て支給対象とする。

人 (社会福祉施設等調査等 )

①親のいない子ども
②強制入所の場合等の

親が監護生計要件を
満たしていない子ども

③それ以外の子ども

(親が監護生計要件
を満たす場合のみ)

児童手当制度時 X X ○ (親へ支給 )

平成22年度の対応
△ (安心子ども基金

で施設へ支給)

△(安心子ども基金
で施設へ支給)

O(親へ支給 )

今回の制度改正案 O(施設へ支給 ) O(施設へ支給) ○ (施設へ支給 )

※対象施設等としては、手L児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障
害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、里親、救護施設、更正施設、婦人保護施設等を予定

3

約1 110oO人 (安心こども基金の見込値)



現物サービスを拡充するための新たな交付金について

次世代育成支援対策交付金 (ソフト交付金)を改組し、地方が地方独自の子育て支援サービス(現物サービス)

や待機児童対策(最低基準を満たす認可外保育施設への支援等)を新たに実施するために使える新たな交付金
を設ける(500億円)。

※ 上記の交付金で「待機児童解消「先取りJプロジェクトJにも対応(100億 円程度)。



平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
要
綱

(参考資料)

◎

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱
対
比
表

第

一　
趣
旨

こ
の
法
律
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す

る
た
め
に
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第

一
条
関
係
）

第
二
　
受
給
者
の
責
務

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
第

一
の
支
給
の
趣
旨
に
鑑
み
、
こ

れ
を
そ
の
趣
旨
に
従

つ
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（

第
二
条
関
係
）

第
二
　
定
義

一
　

「子
ど
も
」
と
は
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
二
月
二
十

一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ

つ
て
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
又
は
留

学
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
日
本
国
内
に
住
所
を
有

し
な
い
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
条
第

一
項
関
係
）

一
一

「父
」
に
は
、
母
が
子
ど
も
を
懐
胎
し
た
当
時
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
そ
の
母
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
も

の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
条
第
二
項
関
係
）

三 |

「施
設
入
所
等
子
ど
も
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
子
ど
も
を
い
う
も
の
と
す

る

こ
と
。

（第
二
条
第
二
項
関
係
）

＜一＞

州
劃
潮
鼎
劇
「
翻
鼎
釧

下‐
コ
到
「
洲
徊
劉
割
測
朝
湘
目
倒

（
―

日
列
日
ｑ
劃
叫

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

第

一　
趣
旨

こ
の
法
律
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す

る
た
め
に
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第

一
条
関
係
）

第
二
　
受
給
者
の
責
務

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
第

一
の
支
給
の
趣
旨
に
洲
川
洲
冽

、
こ
れ
を
そ
の
趣
旨
に
従

っ
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

。

（第
二
条
関
係
）

第
二
　
定
義

一
　

「子
ど
も
」
と
は
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
二
月
二
十

一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
条
第

一
項
関
係
）

一
一

「父
」
に
は
、
母
が
子
ど
も
を
懐
胎
し
た
当
時
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
そ
の
母
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ

つ
た
者
を
含
む
も

の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
条
第
二
項
関
係
）
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副

日

国

引

引

卿

日

ロ

コ

∃

ヨ

国

剰

州

刊

劇

劉

悧

目

型
児
童
養
育
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
又
は
同
法
に
規
定
す
る
里
親

（以
下

「里
親
」
と
い
う
。
）
に
委
託
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

（短
期
間
の

―
委
託
を
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）

に
　
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
を
受
け
て
若

ｕ
ａ
目
同
測
の‐
刑
ｄ
ｌこ―
測
ｄ
日
日
洲
測
引
測
ｄ
剣
酬
口
割
月
測
訓
＝
割
引

う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
若
し
く
は
重
症
心
身
障
害
児
施
設

（

劉

∃

酬

冒

翻

劃

川

引

則

）―

引

創

翻

ヨ

馴

刊

創

劇

割

測

リ
コ
個
コ
盟
訓
創
ヨ
劃
到
調
コ
引
目
細
目
∃
剣
瓢
コ
御
調

若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設

（以
下

「児
童
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入

所
し
て
い
る
子
ど
も

（当
該
障
害
児
施
設
及
び
児
童
施
設

（以
下

「児
童

創

棚

調

引

測

刻

）
ｌ

ｄ

測

馴

列

樹

馴

卿

刻

引

倒

「

り

馴

を
除
く
。
）

０

日
馴
馴
劃
馴
劃
創
倒
「
劉
判
図
引
州
引
潤
目
劃
日
「
ＩＩ
馴
割
ヨ
劃
ｑ
冽
ヨ
ロ

よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法

（昭
和

刊
潮
ヨ

潤
創
到

割
川
コ

∃
「

引
川
測

矧
劇
国

暑
倒
翻

ヨ
硼

劃
∃
＝

「
目
日

３
引
割

日

の
‐

劃
日
躙

列
型
四

百
ヨ
倒

剰
ｕ

障
害
者
支
援
施
設

（障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り

運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

若
し
く
は
知
的
障
害
者
援
護
施
設

（以
下

「旧
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施

設
等
」
と
い
う
「
）
又
は
の
ぞ
み
の
園

（独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的

障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み

の
園
が
設
置
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
て
い
る
子
ど

も

（短
期
間
の
入
所
を
し
て
い
る
者
を
除
き
、
子
ど
も
の
み
で
構
成
す
る

-2-



世
帯
に
属
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）

四

引
潤
側
謝
洲

（
―

昭
利
コ
刊
コ
鋼
洲
綱
剣
ゴ
回
刊
口
矧
「
倒
刑
ｄ

ｌこ―
劃
列

同
潤
ｄ
割
翻
羽
刻
副
到
悧
劃
「
翻
劉
Ч
劃
劉
ヨ
劇
謝
ＴＩ
倒
り
「
Ｊ
ヨ
司
ｕ
ｑ

川
可
ヨ
翻
調
∃
日
「
「
副
創
硼
劉
日

‐、
―

日
り
「

）
Ｉ

Ｊ
ｑ
型
馴
Ч
＝
剰
刷
列
剤

囲
Ｊ
潤
ヨ
酬
翻
ヨ
コ
劇
利
孤
刻
馴
∃
刊
「
創
ヨ
Ｊ
ｑ
コ
コ
「
到
矧
刈
州
謝
川

訓

（
―

劇
刊
コ
酬
硼
測
翻
柵
劃
判

Ｌ
Ｉ

日
Ⅵ
引

）
―

・，
―

「
劉
判
り
「
Ч
到
刊
倒
Ы

（
―

矧
期
割
湖
測
翻
馴
刊
剰
劇
刻
馴
刷
劇
躙
「

フ
ー

「
倒
ｕ
例
列
コ
翻
劇
引
利
川
樹

に
属
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）

第
四
　
子
ど
も
手
当
の
支
給

一　
支
給
要
件

＜一　

子
ど
も
手
当
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
支
給
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（第
四
条
第
■
項
関
係
）

イ
　
子
ど
も

（施
設
入
所
等
子
ど
も
を
除
く
。
以
下

一
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
そ
の
父
又
は
母

（

劃

η

到

測

引

剰

凶

冽

刷

州

り

日

ョ

「

剣

刹

凶

冽

見
人
と
す
る
。
以
下
口
及
び
ハ
に
お
い
て

「父
母
等
」
と
い
う
。
）
で

あ
っ
て
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の

口
　
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
父
母
等
が
そ
の
生
計
を
維
持
し
て
い

る
子
ど
も
と
同
居
し
、
こ
れ
を
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ

劇
コ

馴

剰

劃

駒

劇

ヨ
割

日

例

到

ゴ

Ｎ

国
鯛

劇

引

劃

副

引

引
ｇ

ヽ

日

引

剰

劇

，ヽ
――
劃

η

ョ

劇

０

議

Ч
劇

矧

１

ヨ

引

劉

計
を
同
じ
く
す
る
者
と
す
る
。
）
の
う
ち
、
当
該
子
ど
も
の
生
計
を
維

持
し
て
い
る
父
母
等
が
指
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
日
本
国
内
に
住
所
を

有
す
る
も
の

（当
該
子
ど
も
の
父
母
等
を
除
く
。
以
下

「父
母
指
定
者

」
と
い
う
。
）

第
四
　
子
ど
も
手
当
の
支
給

一　
支
給
要
件

子
ど
も
手
当
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
日
本
国
内
に
住
所
を

利
引
ｄ
日
割
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（剣
回
剣
関
係
）

＜一＞
　
子
ど
も
を
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
そ
の
父
又
は

母
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ハ
　
父
母
等
又
は
父
母
指
定
者
の
い
ず
れ
に
も
監
護
さ
れ
ず
又
は
こ
れ
と

生
計
を
同
じ
く
し
な
い
子
ど
も
を
監
護
し
、
か
つ
、
そ
の
生
計
を
維
持

す
る
者
で
あ

っ
て
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の

一一　
施
設
入
所
等
子
ど
も
が
委
託
さ
れ
て
い
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育

事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
里
親
又
は
施
設
入
所
等
子
ど
も
が
入
所
し
て

い
る
児
童
福
祉
施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
、
旧
身
体
障
害
者
更
生
援
護

施
設
等
、
の
ぞ
み
の
園
、
救
護
施
設
、
更
生
施
設
若
し
く
は
婦
人
保
護

施
設

（以
下

「児
童
福
祉
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
設
置
者
　
　
・

に
　
↑
イ
又
は
口
の
場
合
に
お
い
て
、
父
及
び
母
並
び
に
父
母
指
定
者
の
う

ち
い
ず
れ
か
二
以
上
の
者
が
当
該
父
及
び
母
の
子
で
あ
る
子
ど
も
を
監
護

し
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
と
き
は
、
当
該
子
ど
も
は
、
当

該
父
若
し
く
は
母
又
は
父
母
指
定
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
当
該
子
ど
も
の
生

計
を
維
持
す
る
程
度
の
高
い
者
に
よ
っ
て
監
護
さ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
と
生

計
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
四
条
第
二
項

関
係
）

に
　
に
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
子
ど
も
が
、
当
該
父
若
し
く
は
母
又
は
父
母

指
定
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
と
同
居
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
子
ど
も
は
、

当
該
同
居
し
て
い
る
父
若
し
く
は
母
又
は
父
母
指
定
者
に
よ
っ
て
監
護
さ

れ
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ

と
。

（第
四
条
第
二
項
関
係
）

一
一　
子
ど
も
手
当
の
額

０
　
剣
測
―こ‐
監
護
さ
れ
ず
又
は
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
し
な
い
子
ど
も
を
監

護
し
、
か
つ
、
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者

０

刊
Ｊ
湖
測
珊
調
刊
「
剰
到
刊
司
冽
矧
川
劃
引
目
馴
Ч
¶
コ
到
刊
ｑ
剣
測
団

測
爛
湖

つｌ
ｄ
可
ｄ
翻
副
目
劃
コ
悧
鮒
剖
創
馴
Ｊ
刊
劇
釧
引
コ
馴
Ч
ｑ
ｕ
引
劇

引
洲
Ы
劃
劉
引
Ч

ユ、
―

剣
「
引
渕
コ
割
別
創
期
引
引
Ы
ｑ

一
一　
子
ど
も
手
当
の
額
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子
ど
も
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、

一
月
に
つ
き
、
二
万
円
に
二
の
認
定
を
受
け
た
受
給
資
格
に
係
る
三
歳
に
満

た
な
い
子
ど
も

（月
の
初
日
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
出
生
の
日

引
ョ
ヨ
洲
日
刊
鳳
劇
刊
創
川
引
可

）
―

の
‐

割
釧
「
ぞ
倒
珈
η
「

一
万
三
千
円
に
当
該
受
給
資
格
者
に
係
る
三
歳
以
上
の
子
ど
も

（月
の
初
日

に
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
出
生
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
子
ど

も
と
す
る
。
）
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
を
合
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
。

（

第
五
条
関
係
）

〓
一　
認
定

(― )

子
ど
も
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者

（
一

＜一
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲

引

３

□

剛

到

日

国

剣

凶

∃

∃

期

目

卿

封

引

耐

刊

】

は
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
受
給
資
格

及
び
子
ど
も
手
当
の
額
に
つ
い
て
、
住
所
地
の
市
町
村
長

（特
別
区
の
区

長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

（第
六
条
第

一
項
関
係
）

(二 )

子
ど
も
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者

（
一

＜一‐

二
に
掲
げ
る
者
に
係

る
も
の
に
限
る
。
以
下

「施
設
等
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
は
、
子
ど

も
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
受
給
資
格
及
び
子
ど

も
手
当
の
額
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次

国

硼

刻

刑

謝

コ

創

創

コ

劇

調

劇

劉

到

潤

引

側

刷

引

剣

日

州

と
す
る
こ
と
。

（第
六
条
第
二
項
関
係
）

イ
　
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
　
当
該
小
規
模
住
居
型
児

童
養
育
事
業
を
行
う
住
居
の
所
在
地
の
市
町
村
長

里
親
　
当
該
里
親
の
住
所
地
の
市
町
村
長

児
童
福
祉
施
設
等
の
設
置
者
　
当
該
児
童
福
祉
施
設
等
の
所
在
地
の

ハ |口 |

子
ど
も
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、

一
月
に
つ
き
、
「
刻
ヨ
刊
円
―こ―
刊
ｄ
Ы
割
判

の‐
刻
細
ョ
州
―こ―
訓
劃
引
引
剖

（
―

馴
「

「
―

劃
細
剣
樹
剖
「
引
圏
列
刊
Ⅵ
Ｉこ―
例
引
刊
ｄ
Ы

の‐
剤
ｄ
剰
酬
ｄ
得
川
劉

と
す
る
こ
と
。

（第
五
条
関
係
）

〓
一　
認
定

受
給
資
格
者
は
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
受
給
資
格
及
び
子
ど
も
手
当
の
額
に
つ
い
て
、
住
所
地
の
市
町
村
長

（特

別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
六
条
関
係
）
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市
町
村
長

支
給
及
び
支
払

＜一　
市
町
村
長
は
、
三
の
認
定
を
し
た

一
般
受
給
資
格
者
又
は
施
設
等
受
給

資
格
者

（以
下

「受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
子
ど
も
手
当
を

支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
七
条
第

一
項
関
係
）

に
　
子
ど
も
手
当
の
支
給
は
、
受
給
資
格
者
が
三
の
認
定
の
請
求
を
し
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
始
め
、
平
成
二
十
四
年
二
月

（同
年
二
月
末
日

ま
で
に
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
当
該

子
ど
も
手
当
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
）
で
終
わ

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
七
条
第
二
項
関
係
）

０
　
子
ど
も
手
当
は
、
羽
剤
「
刊
ＩＩ
∃
「
六
月
及
び
十
月
並
び
に
刊
劇
二‐
刊
回

年
二
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
ま
で
の
分
を
、
同
年
六
月
に
同
年
二
月
分
及

び
二
月
分
を
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
支
払

期
月
に
支
払
う
べ
き
で
あ

つ
た
子
ど
も
手
当
又
は
支
給
す
べ
き
事
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
期
の
子
ど
も
手
当
は
、
そ
の
支
払
期
月
で
な

い
月
で
ぁ
っ
て
も
、
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
七
条
第
四
項
関
係

）

五
　
子
ど
も
手
当
の
額
の
改
定

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
き
、
子
ど
も
手
当
の
額
が
増

額
又
は
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
額

の
改
定
は
、
そ
の
者
が
そ
の
改
定
後
の
額
に
つ
き
認
定
の
請
求
を
し
た
日
又

は
減
額
の
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

（第
人
条
第

一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

四
　
支
給
及
び
支
払

０
　
市
町
村
長
は
、
三
の
認
定
を
し
た
劃
紺
到
樹
剖
に
対
し
、
子
ど
も
手
当

を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
七
条
第

一
項
関
係
）

に
　
子
ど
も
手
当
の
支
給
は
、
受
給
資
格
者
が
三
の
認
定
の
請
求
を
し
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
始
め
、
平
成
二
十
二
年
三
月

（同
年
二
月
末
日

ま
で
に
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
当
該

子
ど
も
手
当
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
）
で
終
わ

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
七
条
第
二
項
関
係
）

０
　
子
ど
も
手
当
は
、
羽
劇
二‐
刊
コ
釧
六
月
及
び
十
月
並
び
に
羽
劇
二‐
刊
ョ

年
二
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
ま
で
の
分
を
、
同
年
六
月
に
同
年
二
月
分
及

び
二
月
分
を
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
支
払

期
月
に
支
払
う
べ
き
で
あ

つ
た
子
ど
も
手
当
又
は
支
給
す
べ
き
事
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
期
の
子
ど
も
手
当
は
、
そ
の
支
払
期
月
で
な

い
月
で
ぁ

っ
て
も
、
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
七
条
第
四
項
関
係

）

五
　
子
ど
も
手
当
の
額
の
改
定

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
き
、
子
ど
も
手
当
の
額
が
増

額
又
は
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
額

の
改
定
は
、
そ
の
者
が
そ
の
改
定
後
の
額
に
つ
き
認
定
の
請
求
を
し
た
日
又

は
減
額
の
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

（第
人
条
第

一
項
及
び
第
二
項
関
係
）
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一ハ
　
支
給
の
制
限
等

支
給
の
制
限
、
未
支
払
の
子
ど
も
手
当
の
支
払
、

得
の
徴
収
に

つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

条
ま
で
関
係
）

七
　
受
給
権
の
保
護

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、

は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

）
人
　
公
課
の
禁
止

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
子
ど
も
手
当
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標

準
と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
五
条
関

係
）

九
　
公
務
員
に
関
す
る
特
例

公
務
員
に
つ
い
て
は
、
所
属
庁
が
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
。

（第

十
六
条
関
係
）

第
五
　
費
用

一　

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
負
担

↑
　
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用

（第
六
の
二
に
よ
り
児
童
手
当
法

（昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手

当
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
に
相
当
す
る
給
付
と
み

な
さ
れ
る
部
分
の
支
給
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
子
ど
も
手
当
の
支

支
払
の
調
整
、
不
正
利

（第
九
条
か
ら
第
十
三

担
保
に
供
し
、
又

（第
十
四
条
関
係

一ハ
　
支
給
の
制
限
等

支
給
の
制
限
、
未
支
払
の
子
ど
も
手
当
の
支
払
、

得
の
徴
収
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

条
ま
で
関
係
）

七
　
受
給
権
の
保
護

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又

は
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
四
条
関
係
）

人
　
公
課
の
禁
止

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
子
ど
も
手
当
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標

準
と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
五
条
関

係
）

九
　
公
務
員
に
関
す
る
特
例

公
務
員
に
つ
い
て
は
、
所
属
庁
が
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
。

（第

十
六
条
関
係
）

第
五
　
費
用

一　

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
負
担

け
　
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用

（第
六
の
二
に
よ
り
児
童
手
当
法

（昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手

当
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
に
相
当
す
る
給
付
と
み

な
さ
れ
る
部
分
の
支
給
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
子
ど
も
手
当
の
支

支
払
の
調
整
、
不
正
利

（第
九
条
か
ら
第
十
三
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一

・

給
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（第
十
七
条
第

一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

イ
　
各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
認
定
を
し
た
国
家
公

務
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
　
国

口
　
都
道
府
県
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
認
定
を
し
た
地
方
公

務
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
　
当
該
都
道
府
県

ハ
　
市
町
村
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
認
定
を
し
た
地
方
公
務
員

に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
　
当
該
市
町
村

に
　
国
庫
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
子
ど
も
手
当
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に

要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
七
条
第
二
項
関
係

）

一
一　
市
町
村
に
対
す
る
交
付

＜一　

政
府
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村

長
が
支
給
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
受
給
資
格

者
等
の
区
分
に
応
じ
て
定
め
る
割
合
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（第
十
人
条
第

一
項
関
係
）

に
　
政
府
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村

長
が
支
給
す
る
子
ど
も
手
当
の
事
務
の
処
理
に
必
要
な
費
用
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
八
条
第
二
項
関
係
）

第
六
　
児
童
手
当
法
と
の
関
係

一　

児
童
手
当
等
受
給
資
格
者
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
の
基
本
的
認
識

児
童
手
当
法
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
に
関
し
て

は
、
児
童
手
当
等
の
給
付
の
額
に
相
当
す
る
部
分
が
児
童
手
当
法
の
規
定
に

よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
等
の
給
付
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
、

給
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（第
十
七
条
第

一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

イ
　
各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
認
定
を
し
た
国
家
公

務
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
　
国

口
　
都
道
府
県
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
認
定
を
し
た
地
方
公

務
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
　
当
該
都
道
府
県

ハ
　
市
町
村
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
認
定
を
し
た
地
方
公
務
員

に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
　
当
該
市
町
村
川
州
別

図
引
創
ｄ
「
別
「
副
ｕ
刊
Ⅵ

に
　
国
庫
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
子
ど
も
手
当
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に

要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
七
条
第
二
項
関
係

）

一
一　
市
町
村
に
対
す
る
交
付

＜一＞
　
政
府
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村

長
が
支
給
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
受
給
資
格

者
等
の
区
分
に
応
じ
て
定
め
る
割
合
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（第
十
人
条
第

一
項
関
係
）

に
　
政
府
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村

長
が
支
給
す
る
子
ど
も
手
当
の
事
務
の
処
理
に
必
要
な
費
用
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
人
条
第
二
項
関
係
）

第
六
　
児
童
手
当
法
と
の
関
係

一　

児
童
手
当
等
受
給
資
格
者
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
の
基
本
的
認
識

児
童
手
当
法
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
に
関
し
て

は
、
児
童
手
当
等
の
給
付
の
額
に
相
当
す
る
部
分
が
児
童
手
当
法
の
規
定
に

よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
等
の
給
付
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
、
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第
六
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
九
条
関
係
）

一
一　
受
給
資
格
者
に
お
け
る
児
童
手
当
法
の
適
用

↑
　
一
般
受
給
資
格
者
の
う
ち
児
童
手
当
法
の
児
童
手
当
等
の
受
給
資
格
者

（所
得
の
制
限
の
規
定
に
よ
り
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
者
を
含
む
。

）
に
支
給
す
る
子
ど
も
手
当
の
額
の
う
ち
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者

に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
等
の
額

（所
得
の
制
限
の
規
定
に

よ
り
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
所
得
の
制
限
の

規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
等
の
額

と
す
る
。
）
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給

す
る
児
童
手
当
等
と
み
な
し
、
児
童
手
当
法
の

一
部
の
規
定
を
適
用
す
る

―
は
ら
Ｆ
二
じ
Ｐ
卜
Ｌ
ド
ｋ
第
Ｆ
匡
彙
奮
Ｐ
Ｅ
Ｆ
及
び
第
Ｌ
層
圏
躍
Ｅ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｏ
Ｉ
侍
ヒ
Ｆ
糖
厚
燃
曽
盤
牒
Ｆ
缶
儒
限
ｒ
属
Ψ
聡
押
押
Ｆ
枠
り
に
世
に
医
り
第

四
の

一
↑
イ
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
父
若
し
く
は
母
と
し

て
の

一
般
受
給
資
格
者
等
を
い
う
。
）
に
支
給
す
る
子
ど
も
手
当

（当
該

特
定

一
般
受
給
資
格
者
に
係
る
子
ど
も
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い

ｄ
潤
「
Ｊ
馴
劉
Ы
釧
馴
「
劃
ｑ
劉
ｑ
引
矧
郵
訊
翻
相
釧
調
倒
劉
刻
ョ
引
司
洲
周

劃
ヨ
劃
副
同
期
劉
劇
劉
創
矧
倒
到
柵
剖
ｄ
洲
刻
渕
刊
靭
矧
割
日
□
剛
倒
ｑ
冽
赳

に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
等
の
額
に
相

当
す
る
部
分
を
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
等
と
み
な
し

、
児
童
手
当
法
の

一
部
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二

」

佐

奮

Ｅ

Ｆ

撫

量

西

優

躍

Ｐ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

に
　
施
設
等
受
給
資
格
者
に
支
給
す
る
子
ど
も
手
当

（特
定
施
設
入
所
等
子

ど
も

（父
母
に
監
護
さ
れ
ず
又
は
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
し
な
い
施
設
入

所
等
子
ど
も
を
い
う
。
）
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該

子
ど
も
手
当
の
額
の
う
ち
当
該
施
設
等
受
給
資
格
者
が
児
童
手
当
法
に
規

定
す
る
受
給
資
格
者
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
同
法
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら

こ
の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
十
九
条
関
係
）

一　
受
給
資
格
者
に
お
け
る
児
童
手
当
法
の
適
用

↑
　
受
給
資
格
者
の
う
ち
児
童
手
当
法
の
児
童
手
当
の
受
給
資
格
者

（所
得

の
制
限
の
規
定
に
よ
り
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
者
を
含
む
。
）
に
支

給
す
る
子
ど
も
手
当
の
額
の
う
ち
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
の
額

（所
得
の
制
限
の
規
定
に
よ
り
児
童

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
所
得
の
制
限
の
規
定
の
適

用
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
の
額
と
す
る
。
）

に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は

ず
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
と
み
な
し
、
児
童
手
当
法
の

一

部
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
条
第

一
項
関
係
）

に
　
受
給
資
格
者
の
う
ち
児
童
手
当
法
の
小
学
校
修
了
前
特
例
給
付
受
給
資

料
剖

（
‐
調
得
の‐
制
国
の‐
測
劇
―こ―
劃
列
周
劃
割
割
―こ―
樹
劃
引
ｄ
細
州
洲
刻
細

剖
測
潤
劇
剖
日
創
司
刊
「
―こ―
劇
紺
引
引
刊
ど
Ы
割
当
倒
劉
の‐
列
＝
Ｈ
同
測

の‐
制
劇
―こ―
劃
明
ｄ
の‐
剖
―こ‐
刈
ｕ
刻
樹
劃
測
引
バ
剖
月
劃
割
割
口
相
割
引
ｄ

細
州
の‐
劉

（
‐
酬
得
の‐
制
阿
ｑ
冽
劇
―こ―
劃
列
周
劃
刊
判
―こ―
相
劃
引
劉
細
州
洲

劇
細
剖
測
測
劇
剖
―こ―
つ―
圏
「
―まＩ
Ｈ
調
得
倒
制
阿
の‐
測
劇
倒
回
刑
洲
潤
劇
日

ｕ
川
測
引
ば
刻
樹
剖
測
劉
到
剖
周
到
割
判
―こ―
相
割
引
ｄ
細
州
の‐
劉
ｄ
引
ｄ

「
Ⅵ
Ｉこ―
樹
当
引
劉
剖
剣
―こ―
つ―
劇
ｑ
ｌま―
＝
副
測
の‐
冽
劇
―こ―
測
引
刻
細
引
ｄ
川

劃
引
割
口
相
当
引
引
絹
州
ｄ
冽
劇
ｕ
＝
周
劃
刊
割
日
の‐
一‐剖
の‐
刑
劇
ｄ
週

用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
条
第
二
項
関
係
）
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の
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
児
童
手
当
の
額
等
に
相
当
す
る
部
分
を

、
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
児
童
手
当
等
と
み
な
し
、
児
童
手
当
法

の

一
部
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
条
第
五
項
及

び
第
六
項
関
係
）

〓
一　
平
成
二
十
二
年
度
の
月
分
の
児
童
手
当
等
の
支
給
に
お
け
る
特
例

児
童
手
当
等
の
受
給
資
格
者
は
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
児
童
手
当
等
に

つ
い
て
、
児
童
手
当
等
の
支
給
要
件
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
も
の
と

す
る
こ
と
。

（第
二
十

一
条
関
係
）

第
七
　
交
付
金
の
交
付

国
は
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
と
相
ま
っ
て
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の

健
や
か
な
育
ち
の
支
援
に
資
す
る
よ
う
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
次

に
掲
げ
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
交
付
金
を

交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
三
条
関
係
）

一　

保
育
の
実
施

へ
の
需
要
が
増
大
し
て
い
る
市
町
村
に
お
け
る
保
育
の
事
業

の
実
施
に
要
す
る
経
費

一
一　
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

（平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
規

ｄ
引
ｄ
劇
川
樹
行
動
訓
画
口
馴
ｄ
ｄ
周
劃
倒
剣
測
―こ―
劃
引
ｄ
細
剤

〓
一　
一
又
は
二
の
経
費
の
ほ
か
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育

ち
の
支
援
の
た
め
に
市
町
村
又
は
都
道
府
県
が
実
施
す
る
事
業
の
実
施
に
要

す
る
経
費

雑
則

子
ど
も
手
当
に
係
る
寄
附

受
給
資
格
者
が
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支

(_)_賓

|

〓
一　
平
成
二
十
二
年
度
の
月
分
の
児
童
手
当
等
の
支
給
に
お
け
る
特
例

児
童
手
当
等
の
受
給
資
格
者
は
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
児
童
手
当
等
に

つ
い
て
、
児
童
手
当
等
の
支
給
要
件
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
も
の
と

す
る
こ
と
。

（第
二
十

一
条
関
係
）

雑
則

子
ど
も
手
当
に
係
る
寄
附

受
給
資
格
者
が
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支

_電
|

(一 )
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援
す
る
た
め
、
当
該
受
給
資
格
者
に
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
市
町
村
に

対
し
、
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
受
け
る
前
に
、
当
該
市
町
村
に
寄
附
す
る

旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村
は
、
当
該
寄
附
を
受
け
る
た
め
、

受
給
資
格
者
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
子
ど
も
手
当
の
額
の
う
ち
当
該
寄
附

に
係
る
部
分
を
、
受
給
資
格
者
に
代
わ
っ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（第
二‐
刊
囲
条
剣
一‐呵
関
係
）

に
　
市
町
村
は
、

↑
に
よ
り
受
け
た
寄
附
を
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も

の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

（剣
コ
刊
回
剣
剣
二‐
呵
関
係
）

「
Ｊ
剰
卿
劉
倒
副
日
コ
ｇ
調
劉
馴
３
刻
悧
馴

け
　
市
町
村
長
は
、
受
給
資
格
者
が
、
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
受
け
る
前
に

、
子
ど
も
手
当
の
額
の
全
部
又
は

一
部
を
、
学
校
給
食
法

（昭
和
二
十
九

釧
日
劉
劇
刊
Ｊ
Ｊ
刑
ヨ
創
ヨ
榊
劉
副
釧
「
劃
剣
割
劃

」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
学
校
教
育
に
伴
っ
て
必
要
な
費
用
又
は
児
童
福

相
Л
瓢
ヨ
リ

劃
樹
劇
Ｊ

３
劇
ヨ
コ
細

倒
ヨ
引
割

利
ヨ
刻
劇

育
費
用
に
限
る
。
以
下
三
に
お
い
て

「保
育
料
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当

‘
烈
到
劉
倒
引
到
劃
劇
劃
Ｍ
馴
到
馴
樹
劇
剛
利
創
刷

の
支
払
に
充
て
る
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
該
受
給
資
格
者
に
子
ど

劇
コ
列
劉
∃
劇
日
日
劃
判
則
樹
劉
∃
日
倒
判
劉
測
Ｎ

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
五
条
第

一
項
関
係
）

に
　
市
町
村
長
は
、
受
給
資
格
者
が
、
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
受
け
る
前
に

、
当
該
子
ど
も
手
当
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を
、
学
校
給
食
費
、
就
学
前

り
引
副
酬
剌
創
留
副

保‐
ョ
粛
細
剣
剛
剣
州
躙
掴
酬
馴
創

日
「
釧
劇
硼
絹
日
囲
■
刊
日
「
国
コ
釧
到
§
細
召
翻
ヨ

ｕ
細
引
到
目
劉
劃
劃
訊
劇
囲
刷
劃
矧
ａ
刊
創
測
刺
馴
到

援
す
る
た
め
、
当
該
受
給
資
格
者
に
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
市
町
村
に

対
し
、
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
受
け
る
前
に
、
当
該
市
町
村
に
寄
附
す
る

旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村
は
、
当
該
寄
附
を
受
け
る
た
め
、

受
給
資
格
者
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
子
ど
も
手
当
の
額
の
う
ち
当
該
寄
附

に
係
る
部
分
を
、
受
給
資
格
者
に
代
わ

つ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（剣
コ
刊
ヨ
劉
剃
刊
呵
劃
例
）

に
　
市
町
村
は
、
↑
に
よ
り
受
け
た
寄
附
を
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も

の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

（剣
二‐
刊
ョ
劉
劉
二‐
呵
関
例
）
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刻
劃
刊
Я
∃
劉
劉
矧
ｇ
刷
劇
酬
∃
泡
測
嘲
劃
訊
∃
割

謝
剛
引
コ
訊
劇
別
翻
創
劉
「
Ｊ
訓
副
日
引
目
倒
∃
例

到
創
到
判
剣
引
到
コ
到
割
到
測
副
コ
副
硼
劃
到
∃
劃

条
第
二
項
関
係
）

に
　
児
童
福
祉
法

の
規
定
に
よ
り
保
育
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

回

の‐
ョ
倒
認
ｄ
ｄ
引
引
潤
劃
細
創
硼
引
洲
側
劃
利
ｄ
刻
調
引

べ―
割
測
劃
封

糊
剖
ｄ
湖
ｄ
場
合

―こ―
劇
＝
劇
嘲
相
側

―ま―
＝
劃
該
側
劃
封
謝
剖
―こ―
刊
ｄ
Ы
刊

判

の‐
劇
州
引
引
ｄ
園
ｄ
側
剖
剌
日
釧
劇
引
ｄ
ョ
日
洲
ｄ
割
ｄ
Ы

の‐
ｄ
引
引

こ
と
。

（第
二
十
六
条
関
係
）

「

淵

謝

副

劉

卿

署

劃

翻

引

珊

劉

淵

硼

劃

創

劇

例

∃

倒

馴

当
の
取
扱
い

劇

細

可

翻

謝

コ

翻

副

測

翻

コ

翻

冽

３

日

「

副

目

御

に
お
い
て
は
、
当
該
施
設
等
受
給
資
格
者
に
委
託
さ
れ
、
又
は
入
所
し
て
い

国
劉
「
冽
矧
「
割
司
利
劃
馴
刊
到
馴
ヨ
引
調
割
Ｊ
引
劇
刻
ョ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
受
給
資
格
者
は
、
当
該
施
設
入
所

等
子
ど
も
が
子
ど
も
手
当
と
し
て
支
払
を
受
け
た
現
金
を
保
管
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
七
条
関
係
）

四
　
時
効
等

時
効
、
期
間
の
計
算
、
不
服
申
立
て
と
訴
訟
と
の
関
係
、
受
給
資
格
者
の

届
出
、
市
町
村
長
の
調
査
及
び
資
料
の
提
供
等
、
公
務
員
に
子
ど
も
手
当
を

支
給
す
る
所
属
長
の
厚
生
労
働
大
臣

へ
の
報
告
並
び
に
都
道
府
県
知
事
及
び

市
町
村
長
の
意
見
の
申
出
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（剣
二‐
刊

八
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
関
係
）

五
　
事
務
の
区
分

一
一　
時
効
等

時
効
、
期
間
の
計
算
、
不
服
申
立
て
と
訴
訟
と
の
関
係
、
受
給
資
格
者
の

届
出
、
市
町
村
長
の
調
査
及
び
資
料
の
提
供
等
、
公
務
員
に
子
ど
も
手
当
を

支
給
す
る
所
属
長
の
厚
生
労
働
大
臣

へ
の
報
告
並
び
に
都
道
府
県
知
事
及
び

市
町
村
長
の
意
見
の
申
出
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（剣
コ
刊

四
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
関
係
）

〓
一　
事
務
の
区
分
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こ
の
法
律

（
一‐
洲
引
ョ
劃
ｑ
及
び
厚
生
労
働
大
臣

へ
の
意
見
の
申
出
を
除

く
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（受

給
資
格
者
が
公
務
員
で
あ
る
場
合
の
所
属
庁
が
行
う
認
定
等
に
関
す
る
事
務

を
含
む
。
）
は
、
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
規

定
す
る
第

一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
二
条
関
係
）

一ハ
　
厚
生
労
働
省
令

へ
の
委
任

こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施

の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
細
則
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
六
条
関
係
）

七
　
罰
則

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、

三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
刑
法
に
正
条
が
あ
る
と
き
は
、
刑
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と

。

（第
二
十
七
条
関
係
）

第
九
　
そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
十
　
施
行
期
日
等

一　
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
四
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

。

（附
則
第

一
条
関
係
）

こ
の
法
律

（
一
及
び
厚
生
労
働
大
臣

へ
の
意
見
の
申
出
を
除
く
。
）
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（受
給
資
格
者
が

公
務
員
で
あ
る
場
合
の
所
属
庁
が
行
う
認
定
等
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
）

は
、
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
規
定
す
る
第

一

号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
こ
と
。
　
密
響

工
丁
万
杢
り
係
）

四
　
厚
生
労
働
省
令

へ
の
委
任

こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施

の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
細
則
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
二
条
関
係
）

五
　
罰
則

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、

三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
刑
法
に
正
条
が
あ
る
と
き
は
、
刑
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と

。

（第
二
十
二
条
関
係
）

第
人
　
そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
九
　
施
行
期
日
等

一　
施
行
期
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
四
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

。

（附
則
第

一
条
関
係
）
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一
一　
検
討

政
府
は
、
子
ど
も
手
当
の
平
成
二
十
四
年
度
以
降
の
制
度
の
在
り
方
等
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（附
則
第
二
条
関
係
）

〓
一　
経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備

子
ど
も
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
と
す
る
要
件
及
び
同
居
父
母

、
施
設
設
置
者
等
の
要
件
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
分
の

子
ど
も
手
当
か
ら
始
め
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
平

成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ

る
子
ど
も
手
当
の
受
給
者
が
、
施
行
日
に
お
い
て
第
四
の

一
の
支
給
要
件
に

該
当
す
る
と
き
は
、
子
ど
も
手
当
の
認
定
の
請
求
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
し

、
施
行
日
の
属
す
る
月
か
ら
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
始
め
る
も
の
と
す
る
な

ど
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関

係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（附
則

第
二
条
か
ら
第
二
十

一
条
ま
で
関
係
）

四
　
一二
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（附
則
第
二
十
二
条
関
係
）

↑
　
政
府
は
、
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
子
ど
も
そ
の
他

の
子
ど
も

刊
劃
湖
引
翻
鼎
創
η
剣
劉
２
倒
り
刊
ｄ
Ы

Ｉこ―
剥
引
刻
馴
翻
翻
コ
笛
コ
例
硼
周
釧

租
引
淵
訓
珂
劇
冽
劃
鮒
引
鮒
型
利
１
召
釧
細
劇
嗣
ヨ
η
劇
覇
＝
ｇ
劉
翻
ヨ
目
日

講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

に
　
政
府
は
、
平
成

二
十
二
年
度
以
降

の
子
育

て
支
援
に
係
る
全
般
的
な
施

劉
洲
副
割
倒
買
Ｈ
り
「
例
訓
冽
刑
切
劉
劃
剰
劉
日
刑
日
劇
ヨ
Л
判
Ｍ
悧
劉
「
日
日

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（附
則
第
二
条
関
係
）

〓
一　
経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
児
童
手
当
等
の
受
給
者
が
、
施
行
日
に
お
い
て

子
ど
も
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
子
ど
も
手
当
の
認
定
の
請

求
が
あ

つ
た
も
の
と
み
な
し
、
施
行
日
の
属
す
る
月
か
ら
子
ど
も
手
当
の
支

給
を
始
め
る
も
の
と
す
る
な
ど
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。　
鍮
酬
劉
コ
劇
烈
鯛
馴
刺
洲
刺
剣
劇
ｑ
圃
例
）

四
　
一二
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（附
則
第
二
十
条
関
係
）
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戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
に
よ
る
援
護
の
拡
充

１
　
平
成
十
五
年
四
月
二
日
以
後
に
戦
傷
病
者
等
の
妻
と
な

っ
た
者
で
あ

つ
て
、
当
該
戦
傷
病
者
等
が
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
に
お
い
て
恩
給
法
に
よ
る
傷
病
恩
給
等
を
受
け
て
い
た
も
の
に
、
額
面
十
五
万
円
又
は
七
万
五
千
円
、
五
年
償
還
の

国
債
に
よ
る
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
。

２
　
平
成
十
五
年
四
月
二
日
以
後
に
、
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
以
後
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
前
に
公
務
上
の
傷
病
に
か
か
つ

た
軍
人
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
四
月

一
日
に
お
い
て
恩
給
法
に
よ
る
傷
病
恩
給
等
を
受
け
て
い
た
も
の

の
妻
と
な

つ
た
者
に
、
額
面
十
五
万
円
又
は
七
万
五
千
円
、
五
年
償
還
の
国
債
に
よ
る
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
。

（附
則
第
二
条
関
係
）

３
　
額
面
九
十
万
円
、
六
十
万
円
又
は
三
十
万
円
、
十
年
償
還
の
国
債
に
よ
る
特
別
給
付
金
、
額
面
十
五
万
円
又
は
七
万
五

千
円
、
五
年
償
還
の
国
債
に
よ
る
特
別
給
付
金
等
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ

っ
て
、
当
該
戦
傷

病
者
等
が
平
成
十
五
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
平
病
死
し
た
者
に
、
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。



下記の者に対して戦傷病者等の妻に対する特別給付金を支給するため改正を行う。(平成23年 10月 1日 施行)

1.平成15年4月 2日 から平成23年 4月 1日 までの間に新たに戦傷病者等の妻になった者。
2.平成15年4月 1日 から平成18年9月 30日 までの間に戦傷病者等が平病死 (※ )した場合の、当該戦傷病者等の妻。

(※ )平病死…・障害年金受給者が障害年金の支給事由(公務上の傷病等)以外の傷病により死亡した場合
【参考】O対象者の推計人数 新規対象者:80人、平病死対象者:7′000人 O国債費(見込み):5年間で総額3億 5′743万円(財務省理財局予算)

【戦傷病者等の妻に対する特別給付金制度】L駆場洒百寺の要:F刃丁0精万り稿何笠刷Fx』

1.趣旨及び対象者
○ 長年にわたり、障害のある夫の介助、看護や家庭の維持等のた

慰藉を行うために支給。(昭和41年に制度創設)

○ 基準日において、公務上又は勤務に関連して負傷・り病し、障害
受給している戦傷病者等の妻が対象。

2。 今回の改正の趣旨
これまで、lo年ごとに行われてきた法改正(平成8年、平成18年等

なった者等に対して特別給付金を支給する改正を行つてきたところ、
口の法改正を行うことが必要

【10年毎の改正】

【中間年の改正】
{新たな対象者)

平  病  死

2{1)万 円

注)括弧内は、戦傷病者等の障害の程度が軽症であった場合の金額



蘇     蒲1制‐平撻基倫‐綸健制庶鼻編1鳳礁燕鳳而編

国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあつた者(軍人、軍属、準軍属)が、公務傷病等により障害の状
態となり、又は死亡したことに対し、国が国家補償の精神に基づき使用者の立場から補償するもの。     |

思  給

援護年金

一一
軍人及びその_inを対象 【総務省所管】

{8繕鷲覇ぎ堪≧f馨信理8た擦腫響房鞣冨冒已奄侶量賛に菱総1量総喜毅:1::|:::炎 }※受給者郵には、いずれも平成21年 3月 末現在

金

金

年

年

族

害

遺

障

○

○

ｒ
■
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〓 軍属 ご準軍属及びその遺族を対象

公務傷病のために死亡した旧軍属口準軍属の遺族に支給(受給者数:13,676人 )

公務傷病のため障害の状態にある旧軍属・準軍属に支給(受給者数:1,932人 凛受給者数は、いずれも平成22年 11月 末現在

撃場‐病者、撃没者―の身近な親族に対し、国として特別の慰藉又は弔慰を表すために支給するもの。



○ 長年にわたり、障害のある夫の介助・看護や家庭の維持等のための大きな負担に耐えてきた精神的痛苦に対して、国として特別の慰
藉を行うために支給。(昭和41年制度創設)

01‐1基準1月‐1‐1おいて,,公務上ヌ墜勤務に関導して負傷・り病し、障害の状態にあるために増加思給(恩給法)や障害年金(戦傷病者戦没者

10年ごと及び中間年〔※)に基準 日を設け、その時点で要件を満たす者に支給。

※10年ごとの基準日のみの場合。次回の基準日までの間に新たに戦傷病者等の妻となった者が。長期間支給されないことになるためもEE和54

年改正より。 10年ごとの基準日の中間年に基準日を設け、その時点で要件を満たす者に支給.

国債償還終了後の一定期日においても要件を満たす者に支給。

戦傷妻特給の受給期間中に、戦傷病者等である夫が死亡した場合には、当該戦傷妻特給の国債償還後に、死亡原因に応じて、

他の給付金に移行 (※ )。

※ 戦傷病者等である夫が。公務又は勤務関連傷病が悪化し。これにより死亡した場合には,『戦没者等の妻に対する特別給付金』に移行し,

その他の場合 (障害年金等の支給事由 (公務上の傷病等)以外の傷病により死亡した場合)『平病死特例給付金』に移行。

H8
:

○

○

４

１

１

‥

Ｓ

支給は、10年償還の無利子の記名国債の交付により行われ、毎年の償還日に均等に支払いを行う。

金額は、支給回数に応じ、10(5)万円、30{15)万円、60{30)万 円、90(45)万円、100{50)万円。
(現在。新規支給は30(15}万 円。また。中間年の場合は。15(7.5)万 円)

l          S51            S61
:               :

H18

l

継続

劇 2脚 ,

であつた場合の金額

継続

勲 ■

初回

(注)括弧内は、戦傷病者等の障害の程度が軽症

100(50)万円90(45)万 円
60(30)万 円

30(15)万 円

3́回 目継続 4回 目継続


